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ＣＥＦＲ（ヨーロッパ言語共通参照枠）を参考に、日本語の習

得段階に応じて求められる日本語教育の内容・方法を明らか

にし、外国人等が適切な日本語教育を継続的に受けられるよ

うにするため、日本語教育に関わる全ての者が参照できる日

本語学習、教授、評価のための枠組み。

ＣＥＦＲとは？

ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR: Common European Framework of Reference for 

Languages）は、欧州評議会によって20年以上にわたる研究と検証の末に開発され2001

年に公開された。現在では40もの言語で翻訳されている。また、CEFR は言語資格を承

認する根拠にもなるため、国境や言語の枠を越えて、教育や就労の流動性を促進するこ
とにも役立っている。

「日本語教育の参照枠」とは



「日本語教育の参照枠」の構成

「日本語教育の参照枠」
の活用のための手引「生活Can do」

日本語能力
自己評価ツール

「にほんご チェック！」



「日本語教育の参照枠」の活用のための手引

第1章 「日本語教育の参照枠」とは？
1２のQ&A
４つのコラム

第2章 Can doをベースにしたカリキュラム開発の方法
１．コースデザインを行う上で重要になる視点（考え方）
２．コースデザインの概説
３．バックワード・デザイン
４．シラバスへのCan doの組み込み方

第3章 Can doをベースにしたカリキュラムの事例
１．生活：地域日本語教育における県の事例
２．留学：法務省告示日本語教育機関の事例
３．就労：定住外国人に対する就職支援事業実施機関の事例

文化庁ウェブサイトで全文公開しています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93705001_01.pdf



「日本語教育の参照枠」の活用のための手引

第3章 Can doをベースにしたカリキュラムの事例
１．生活：地域日本語教育における県の事例

（p.41）



「日本語教育の参照枠」の活用のための手引

https://www.sic-info.org/isshoni-shimane-jepv-dl/

公益財団法人 しまね国際センター（SIC）

島根県版オリジナル日本語教材
「いっしょに にほんご しまねけん」

「いっしょに にほんご しまねけん」は、SIC訪問
日本語コースで使うことを想定して作成された島根
県版オリジナル日本語教材です。

日本語を使った「日常的な生活」や「周りの人と
の交流」ができるようになることを目指しています。

各課は「知っていますか」「聞きましょう」「確
認しましょう」「練習しましょう」「Can-doチェッ
ク」「セルフチェック」で構成されています。

豊富なイラストのほか、一部に、英語・中国語・
ポルトガル語・ベトナム語の翻訳を併記しています。

課毎にPDFデータが閲覧、ダウンロードできます。

https://www.sic-info.org/isshoni-shimane-jepv-dl/


「日本語教育の参照枠」の活用のための手引

カリキュラムのサンプル（p.43） 文化庁『標準的なカリキュラム案』
   「生活上の行為の分類一覧」（p.120）



「生活Can do」は、国内に在住する外国人（「生活者としての外国人」）が日常生活に
おいて、日本語で行うことが想定される言語活動を例示したもの。
「日本語教育の参照枠」に示された分野別の言語能力記述文（Can do）の一つ。

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」
（平成２２年５月、文化審議会国語分科会）に示される「生活上の行為の事例」

対象となる
範囲

レベル

基礎段階の言語使用者（A1、
A2）から自立した言語使用者
（B1、一部B2）までを想定

言語活動

聞くこと、読むこと、やり
取り、発表、書くこと

Ⅰ 健康・安全に暮らす Ⅵ 働く

Ⅱ 住居を確保・維持する Ⅶ 人とかかわる

Ⅲ 消費活動を行う Ⅷ 社会の一員となる

Ⅳ 目的地に移動する Ⅸ 自身を豊かにする

Ⅴ 子育て・教育を行う Ⅹ 情報を収集・発信する

生活Can do

例

＜やり取り・A1＞店で買い物をするとき、買いたいものや個数を伝えることができる。【Ⅲ消費活動を行う】

＜読むこと・B1＞適切な医療機関を選ぶために、病院のサイトなどの、ある程度長い文章に目を通して、
 診療科目や診療内容など、必要な情報を探し出すために読むことができる。【Ⅰ健康・安全に暮らす】

「生
活
上
の
行
為
の
事
例
」

「生活Can do」について



●概要
国内外の日本語学習者を対象とし、ウェブ上のシステムで表示されるCan doがどの
程度できるかを答えていくことで、日本語能力を簡易に判定し、その結果を日本語
学習の目標設定に役立て、自律的な学習を促すことを目的とした自己評価ツール。

●内容
「日本語教育の参照枠」の６レベル（Ａ１～Ｃ２）、５言語活動（聞く、読む、話
す（やり取り・発表）、書く）で、レベルごとに示されるCan doについて、日本語
学習者が、「1.できない」、「2.あまりできない」、「3.難しいがなんとかでき
る」、「4.できる」の四段階で回答していくことで日本語能力の自己評価を行う。

●対応言語
日本語を含む全１４言語に対応

日本語能力自己評価ツール

「にほんご チェック！」について

中国語、英語、フィリピノ語、インドネシア語、クメール語、韓国語、
モンゴル語、ミャンマー語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、
タイ語、ベトナム語、日本語（ルビ付き）

令和４年９月３０日公開

（１）トップ画面

（３）判定結果画面（例）（２）自己評価画面（例）
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漢字を含む文字の扱いについて （「日本語教育の参照枠」p.68）



漢字を含む文字の扱いについて （「日本語教育の参照枠」p.68）

（１）「日本語教育の参照枠」において漢字を含む文字を取り上げることについて

○ 漢字を含む日本語の文字には、学習者のレベルや置かれた状況によって、
・見て意味が分かればよいもの
・意味と読み方が分かればよいもの
・書けるようになることが望まれるもの

に分けられる。日本語教師は、学習者のレベルや必要な言語活動、言語使用場面など
によって、学習者に必要な漢字を含む文字を選定し指導していく必要がある。

（２）「日本語教育の参照枠」における文字の扱いについて

〇 日本語学習者を社会的存在として捉えるという「日本語教育の参照枠」の理念から考
えると、生活・留学・就労などの分野や学習者が置かれた状況や年齢、生活様式等に
よって必要な漢字や語彙は異なることから、レベルごとの単漢字数や熟語数を一律に
定め、示すことは難しい。

（３）「基礎漢字」の選定について

〇 基礎漢字の検討に当たっては、日本語教育の主教材や漢字指導教材等から抽出した基
礎漢字調査を材料として、特に「基礎段階の言語使用者」であるＡ２までの基礎漢字
の目安を示すこととする。
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「日本語教育の参照枠」における言語教育観に基づく評価の理念

① 生涯にわたる自律的な学習の促進

② 学習の目的に応じた多様な評価手法の提示と活用促進

③ 評価基準と評価手法の透明性の確保

・「日本語教育の参照枠」における日本語能力観と評価の考え方（事例）

・日本語能力の判定試験と「日本語教育の参照枠」の対応関係を示す方法

・社会的ニーズに応える適切な日本語能力判定の在り方について

日本語能力評価について



日本語能力判定のための試験等について （「日本語教育の参照枠」p.90）

（１）日本語能力の判定試験等と「日本語教育の参照枠」の対応関係を示すことの意味

○ 現在、国内外で実施されている日本語能力の判定試験及び評価は、各試験及び評価の
目的に応じて、得点の解釈基準やレベル設定、レベル判定基準等が定められている。
これらの試験及び評価が「日本語教育の参照枠」との対応付けを行うことにより、試
験利用者が日本語能力に関する測定結果を相互に参照できる枠組みが構築され、異な
る試験・評価間の通用性が高まることが期待される。

○ また、共通の指標での日本語能力判定に関する評価が得られることにより、受験者は
どの試験を受験しても、熟達度のレベルについて、個別の試験の独自性や特質を勘案
した上で、測定結果を相互に参照できる枠組みに基づいた教育的なフィードバックを
得ることができる。

（２）日本語能力の判定試験等と「日本語教育の参照枠」の対応付けの手続き

 ○ Council of Europe (2009、2011)では、ＣＥＦＲの尺度への対応付けのために次の五つ
の手続を示している。「日本語教育の参照枠」においても、これらの手続を参照する
こととし、本報告では、この手続きに沿った対応付けの方法を以下に示す。

 ○ 以下の対応付けの手続は、Council of Europe (2009、2011)が示したものであり、「日
本語教育の参照枠」に対応付ける場合にも重要な手続きとなるが、これをひな形とし
つつも試験の開発実施機関が独自の方法を工夫し実行することを妨げるものではない。
なお、その場合、どのような手続を実行したかについて、その結果とともに公表する
ことが必要である。



御清聴ありがとうございました

令和６年２月

文化庁国語課
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